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TTC スペクトル管理 SWG 寄書 

           

日付：  ２００４年 ８月１９日  

提出元： 株式会社アッカ・ネットワークス 

題名：  ＪＪ１００．０１第３版に向けた課題に対する意見 

課題表対応：  Ｃ．３、Ｃ．４、Ｃ．５ 
前書き 

本寄書では、ＪＪ１００．０１第３版に向けた課題に対する弊社意見の要約である。 

下表にない課題に対する意見は今後提示する。 

 

課題表番号 （株）アッカ・ネットワークスの意見 理由など 

Ｃ.３.２ 

Ｃ.３．３ 

保護判定基準値は既存のユーザにとって維持さ

れるべき目標とするサービスレベル（伝送速度）

として既定する。 

ＳＭＳ－１５－

ＡＣＣＡ－０５

参照。 

Ｃ．３．６ 

 

ダブルスペクトルＡＤＳＬ，カッドスペクトルＡ

ＤＳＬをクラスＡ伝送システムに追加する。 
ＳＭＳ－１５－

ＡＣＣＡ－０２

参照。 

Ｃ．４．３ 

 

与干渉源はカッド内１回線、隣接カッド１回線と

する。 

ＳＭＳ－１５－

ＡＣＣＡ－０３

参照。 

Ｃ．４．４ 
保護判定基準値を一定のサービスレベルを基に

既定すると、結果的に与干渉源とならない。 

保護判定基準値を計算により決める場合は、ＩＳ

ＤＮは与干渉源に含めない。 

 

 

理由１ 

Ｃ．４．５ 

 

サブキャリア当りのビット数は１５ビットとす

る。 
現実の状況を反

映させる。 

Ｃ．４．６．３ 漏話減衰量の累積値は、カッド内、隣接カッドと

も９５％値を用いる。 
ＳＭＳ－１５－

ＡＣＣＡ－０３

参照。 

Ｃ．４．７．２ ＩＳＤＮ（被干渉回線）に対するスペクトル適合

性確認にはＢＴの影響を考慮する。 
理由２ 

Ｃ．５．３ 少なくとも、ダブルスペクトルＡＤＳＬ，カッド

スペクトルＡＤＳＬの伝送帯域３．７５ＭＨｚま

ではスペクトル適合性計算を実施する。 

ＳＭＳ－１５－

ＡＣＣＡ－０２

参照。 

Ｃ．６．３ スペクトル管理の対象とする換算線路長は、ＪＪ

１００．０１第２版と同様に５ｋｍまでとする。

現実の状況を反

映させる。 

理由１） 

(ア) スペクトル管理（スペクトル適合性評価）は、新しく導入されるＤＳＬシステム

の評価を行うものである。 

(イ) クラスＡ，Ａ‘は被干渉システムのクラス分けであり、総てを与干渉源として扱



う合理的な根拠はない。 

(ウ) ＩＳＤＮは既存のｘＤＳＬと異質な伝送方式でＡＤＳＬに与える干渉が著しく大

きく、同等の干渉を及ぼすＤＳＬシステムの導入は制限されるべきである。 

 

理由２） 

(エ) ＩＳＤＮはギャランティサービスであり、より正確な評価が必要である。 

(オ) ＩＳＤＮの保護判定基準値は、要求条件（所要Ｓ／Ｎ＝２６．４６ｄＢ）に基づ

いており、スペクトル適合性評価が相対評価ではない。 

(カ) ＤＳＵの性能試験回線モデルはＢＴ付である。 

 

以上 


